
特記仕様書 

１．総則 

１-１ 適用範囲 

本仕様書は、甲州市が発注する「上下小田原配水管布設工事（7-4工区）」に適用する。

また、本仕様書に記載されていない事項は水道工事標準仕様書(甲州市上下水道課・市HP

に掲載)、水道工事標準仕様書(日本水道協会)、山梨県土木工事共通仕様書によるものと

する。 

 

１-２ 工事範囲 

本工事範囲は別紙図面等に示す範囲とする。 

 

１-３ 履行期間 

履行期間は契約書に記載されている期日を遵守するものとする。 

 

１-４ 適用単価 

令和7年6月2日基準とする。 

 

２．工事関係 

２-１ 業務の概要 

本工事の概要は、設計書及び工事数量表に示す通りとする。 

 

２-２工事工程の調整 

本工事は上下小田原配水管布設工事（7-5工区）と関連した工事のため、監督員と共に

上下小田原配水管布設工事（7-5工区）受注業者と打合せを行い、日程調整し円滑に業務

が進むように努めること。工事着手の際には、周辺住民とのトラブルが無いよう日程調整

した上で周知を徹底すること。 

 

２-３主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐（以下「主任技術者等」という。）の配

置及び現場代理人の常駐を必要としない期間 

 １．工期の始期日から現場施工に着手するまでの期間（起工測量、現場事務所の設置、

資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者等

の工事現場への配置を必要としない。また、現場代理人についても常駐を必要とし

ない。 

 ２．工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、

事務手続き、後片付け等が残っている期間については、主任技術者等の工事現場へ

の配置及び現場代理人の常駐を必要としない。なお、検査が終了した日は、発注者

が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（「完成検査結果通知書」等にお



ける日付け）とする。 

 

２-５ 工事着手 

工期の始期日から３０日以内に工事着手すること。ただし、発注者が指示した場合、又

は発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。なお、現場施工に着手する日については、

請負契約の締結後、監督員と打合せにおいて定め、「工事打合せ簿」により監督員に報告

すること。 

 

２-６ 工事完成書類 

別紙『工事完成書類一覧』に基づき、工事完成書類を整備･提出すること。 

 

２-７ 電子納品 

１．本業務は、電子納品対象工事とする。 

電子納品対象書類は、工事完成書類のうちの工事写真とし、「甲州市電子納品要領」

（以下「要領」）及び、「山梨県県土整備部 電子納品運用マニュアル」（以下「運

用マニュアル」）に従い作成する。 

電子納品とする場合は、監督員と協議を行うこと。 

２．工事写真を電子納品する場合は、完成書類に市役所内決裁用の工事写真ダイジェスト

版を添付すること。工事写真ダイジェスト版の表紙には「工事写真ダイジェスト版」

と「電子納品のためCD添付」を記入すること。 

要領及び運用マニュアルで特に記載がない項目については、監督員と協議のうえ、電

子化の是非を決定する。 

 

３．安全対策 

３-１ 交通安全対策 

工事の施工にあたっては「道路工事保安施設設置基準」に基づき、適切な交通管理を行

うこと。また、交通誘導員は次の条件により計上している。 

・規制方法：片側交互通行 起終点に交通誘導員を配置 

・交通誘導の時間帯：昼間勤務 ・計上人数：58人 

 

４．その他 

４-１ 残土処理 

【残土量200m3未満】 

① 本工事で発生する残土処理については、指定処分Ｂとし、運搬距離については4kmを

計上する。運搬距離については、実際の運搬距離を変更の対象とするが、搬出先に

ついては監督員に事前に協議するものとする。また、運搬距離が4km以上となる場合

はその理由を明確にすること。 

なお、100m3(地山度量)以上の建設発生土を他市町村へ搬出する場合は「建設発生土



搬出のお知らせ」により、受入市町村に報告するとともに、工事打合せ簿により監

督員にその写しを提出すること。 

 

４-２ 暴力団等からの不当要求及び工事妨害の排除 

請負者は、工事の施工に当たり、暴力団等からの不当要求及び工事妨害を受けた場合

は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必

要な協力を行うこと。この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、

速やかに発注者と協議すること。 

 

４-３ 法定外の労災保険の付保について 

  １. 本工事において、受注者は「法定外の労災保険」に付さなければならない。 

  ２. 前項の保険契約を締結したときは、その証券等の写しを速やかに工事担当課へ提出

しなければならない 

  ３. この特記仕様書における「法定外の労災保険」とは、従業員等が業務上の災害を被

った場合に、法定労災保険の保険給付に上乗せして雇用者が従業員、又はその遺

族に支払うことを目的としている保険をいう。 

 

４-４ その他 

本特記仕様書に明記されていない事項については、監督員の指示に従うこととする。

また、本特記仕様書によりがたい事態が発生した場合、あるいは内容に疑義が生じた場

合は、速やかにその都度監督員と協議の上決定するものとする。 

請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、ま

たは地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、協議書(紙)として

監督員に提出するものとする。 

公道および私道を工事用道路として使用する場合は、交通整理、安全管理を十分に行

い、事故・苦情が無いようにすること。また、道路及び付属施設を破損した場合は、請

負者の責任において速やかに原型復旧すること。 


